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２，０００

名称

取引用計器

引込開閉器

測点

１，８００

※

※

地上‐上端

分電盤

（一般）

〃

コンセント

（台上）

〃

〃

ブラケット （一般）

（踊場）

（鏡上）

（浴室）

〃

〃

〃

非常照明器具用遮断器

避難口誘導灯

廊下通路誘導灯

壁掛型制御盤

手元開閉器

室内端子盤

中間端子盤

保安器箱

壁掛位置ボックス （一般）

（和室）〃

操作スイッチ・押ボタン

１，３００

　９００～１，０００

　３００

　２００

　１５０

２，１００

２，５００

　１５０

１，２００

１，５００以上

１，０００以下

天井高×０．９

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※ １，３００

１，５００

※ 　３００

※ １，５００

天井高×０．９※

　３００

　２００

※

※〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

床上‐中心

台上‐中心

床上‐中心

鏡端‐中心

床上‐中心

床上‐下端

床上‐上端

　　‐

床上‐中心

床上‐下端

床上‐中心

床上‐中心

壁掛形親時計

子時計

床上‐中心

〃

※

天井高×０．９※

〃

（一般）

（和室）

1,500（上端1,900以下）

1,500（上端1,900以下）

1,500（上端1,900以下）

取付高（ｍｍ）

電
　
　
灯

電
力
共
通

動
　
　
力

電
　
　
話

時
　
計

機器取付高は、下表を標準とする。ただし、監督員の指示により変更することがある。

タンブラスイッチ

（身障者用）

壁掛形スピーカー

〃

天井高×０．９※

１，３００※

（身障者用）〃

壁付音量調整器

（一般）押ボタン

表示盤

壁付発信器

ブザー・ベル

床上‐中心

〃

〃

〃

〃

天井高×０．９※

１，３００※

天井高×０．９※

１，３００※

　９００～１，０００※

壁付インターホン

（和室）

（一般）壁付位置ボックス

身体障害者用

床上‐中心

〃

〃

〃

※ １，３００

※ １，０００

　３００

　２００

※

※

機器収容箱

テレビアウトレット

（和室）

（一般）

床上‐中心

〃

〃

※ １，５００

　３００※

※

受信機・副受信機

専用総合盤

発信器

ベル

消火栓・表示灯

試験器

床上‐中心

〃

〃

〃

〃

※

※

※

　２００

　８００～１，５００

２，３００

２，１００

１，５００

ＬＰガス用

都市ガス用

床上‐上端

天井面‐下端

※

※

３００以内

３００以内

床上‐中心

床上‐操作部

拡
　
声

表
示

・
電
鈴

イ
ン
タ
ー
ホ
ン

テ
　
レ
　
ビ

火
　
災
　
報
　
知
　
器

ガ
ス
警
報
器

〃

〃

章 項目 特記事項 根拠項目

　１　公共事業労務費調査 　　※　協力する。

　２　工事監理方式22 　　共同監理　　・　あり　　※　なし

　　・営繕工事電子納品要領(案)　(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修)
追
加
特
記
事
項

　３　適用基準等

　４　総合図 　　※　作成する　　　・　作成しない

　　受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した創意工夫や

　技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、

　工事完了までに所定の様式により提出することができる。

　５　工事成績評定

屋 上 基 礎 で 押 さ え ｺﾝに ｱﾝ ｶ ｰし な い 軽 微 な も の

防 火 区 画 、 防 煙 区 画

1.R C造 （ 梁 ・ 壁

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 項 　 　 　 目

貫 通 ｽﾘｰ ﾌ ﾞ材 及 び 取 付 け

補 強 を 要 す る 型 枠 材 及 び 取 付 け

補 強 を 要 し な い 型 枠 材 及 び 取 付 け

貫 通 孔 ・ 開 口 部 の 墨 出 し

貫 通 孔 ・ 開 口 部 の 補 強

ｽﾘｰ ﾌ ﾞ・ 型 枠 の 穴 埋 め

2.S・ SR C造 S・ SR C造 貫 通 鋼 管 鋼 管 ｽﾘｰ ﾌ ﾞ・ 補 強

使 用 さ れ た ｽﾘｰ ﾌ ﾞの 穴 埋 め

予 備 ｽﾘｰ ﾌ ﾞの 穴 埋 め

建 築 設 計 図 に 記 入 の あ る も の

室 内 の 基 礎 （ 建 築 設 計 図 に 記 入 の な い も の ）

屋 外 ・ 屋 上 の 基 礎

機 器 取 付 け 用 ｱﾝｶ ｰ・ 架 台

屋 内 受 水 ﾀﾝｸ用 の 基 礎

　 ・ 床 ） の 貫 通

　 孔 ・ 開 口 部

　 ・ は り 貫 通 口

建 電 空 昇 　 　 　 備 　 　 考

防 火 区 画 、 防 煙 区 画

仕 　 上 　 げ 　 関 　 係

　 ・ 壁 下 地

補 強 を 用 す る ﾎﾞｰ ﾄ ﾞの 切 り 込 み 及 び 下 地 の 補 強

開 口 部 の 墨 出 し

電 気 配 管 配 線 機 器 付 属 の 制 御 盤 以 降 の 配 管 配 線 （ 接 地 線 共 ）

機 器 付 属 の 制 御 盤 へ の 電 源 供 給 配 管 配 線

二 次 側

一 次 側

3.設 備 機 器 の

軽 鉄 天 井

　 基 礎

衛

機 器 と 付 属 操 作 ｽｲｯ ﾁの 取 付 け 及 び 渡 り 配 管 配 線

補 強 を 用 し な い ﾎﾞｰ ﾄ ﾞの 切 り 込 み

電 　 気 　 関 　 係

そ 　 の 　 他 （ 工 事 区 分 を 特 に 間 違 え や す い 項 目 ）

各 種 配 管 配 線 作 業 用

洗 面 化 粧 台

便 所 手 洗 い

カ ウ ン タ ー

流 し 台 、 ガ ス 台

床 は つ り 補 修

天 井 材 の
取 外 し 再 取 付

誘 導 標 識

ガ ス 漏 れ 警 報 器

24H換 気 扇

連 動 ス イ ッ チ

連 動 ス イ ッ チ

機 器 納 入

取 付

機 器 納 入

取 付

各 種 配 管 配 線 作 業 用

小 規 模 は 監 督 員 と 協 議

小 規 模 は 監 督 員 と 協 議

衛 生 陶 器 は 衛 生 設 備

誘 導 灯 は 電 気 設 備

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備
は 電 気 設 備

躯 　 体 　 関 　 係

た だ し 、 複 数 記 載 し て あ る 項 目 に つ い て の 区 分 は そ の 項 目 を 必 要 と す る 施 工 者 に 適 用 す る 。
注 ） 　 原 則 ○ 印 を 適 用 す る 。

△ △ △

△ △ △

上 記 以 外
換 気 扇 ス イ ッ チ

湯 沸 器

機 器 納 入 、 取 付

　 　 　 異 な る 場 合 に お い て も 設 計 変 更 の 対 象 と し な い 。 た だ し 、 現 場 条 件 や 数 量 の 変 更 等 、 受 注 者 の 責 に

      　 上 表 は 積 算 上 の 条 件 で あ り 、 処 理 施 設 を 指 定 す る も の で は な い 。 な お 、 受 注 者 の 提 示 す る 施 設 と

　 　 盛 土 等 に 使 用 す る 発 生 土 は 、 下 記 の 工 事 か ら の 建 設 発 生 土 を 利 用 す る こ と 。

備       考

備       考

　 　 下 記 資 材 の 使 用 に 際 し 、 再 生 資 材 を 利 用 す る こ と 。

再  生  資  材  名 規      格 使  用  箇  所 再 資 源 化 施 設 名 ・ 所 在 地

２ ． 建 設 発 生 土 の 利 用

発  注  機  関 工    事    名 発  生  場  所 施 工 会 社 名 ・ 連 絡 先

３ ． 建 設 発 生 土 の 搬 出

　 　 工 事 の 施 工 に よ り 発 生 す る 建 設 発 生 土 は 、 下 記 の 場 所 に 搬 出 す る こ と 。

受 入 工 事 名 ／ 施 設 名 称

工 事 場 所 ／ 施 設 所 在 地

連 　 　  　 絡 　  　 　 先

仮  置  場  所  の  有  無

備                 考

４ ． 建 設 廃 棄 物 の 搬 出

　 　 工 事 の 施 工 に よ り 発 生 す る 廃 棄 物 は 、 下 記 の 場 所 に 搬 出 す る も の と し 積 算 し て い る 。

備             考

連      絡      先

施  設  所  在  地

処  理  施  設  名  称

搬 出 す る 廃 棄 物 名

　 　 は 、 速 や か に 監 督 員 に 報 告 し 、 協 議 す る こ と 。

　 　 　 建 設 工 事 発 注 後 に 明 ら か に な っ た や む を 得 な い 事 情 に よ り 、 上 記 の 指 定 や 条 件 に よ り が た い 場 合

７ ． 協 議 に つ い て

６ ． 自 ら 産 業 廃 棄 物 を 運 搬 ・ 処 分 す る 以 外 は 、 委 託 契 約 書 の 写 し を 提 出 す る こ と 。

　 　 同 法 第 １ ８ 条 に 基 づ き 再 資 源 化 等 完 了 報 告 書 を 提 出 す る こ と 。

５ ． 建 設 リ サ イ ク ル 法 の 対 象 建 設 工 事 に お い て 、 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 が 完 了 し た と き は 、

　 　 　 よ る も の で な い 事 項 に つ い て は こ の 限 り で は な い 。

１ ． 再 生 資 材 の 利 用

重 要 機 器 　 ： 　 ・ 　 配 電 盤 　 　 ・ 　 発 電 装 置 　 　 ・ 　 直 流 電 源 装 置 　 　 ・ 　 交 流 無 停 電 電 源 装 置

　 機 　 　 　 器

防 振 支 持 の 機 器

設 置 場 所 機 器 種 別

「 官 庁 施 設 の 総 合 耐 震 計 画 基 準 及 び 同 解 説  平 成 ８ 年 版 」 に よ る 耐 震 安 全 性 の 分 類

 ・  特 定 の 施 設 （  ・  甲 類  　 ・  乙 類  ）  ・  一 般 の 施 設 （  ・  乙 類  ）

　 重 要 機 器 　

    　 ２ ． ０

    　 ２ ． ０

上 層 階

屋 上 及 び 塔 屋

　 機 　 　 　 器

防 振 支 持 の 機 器

    　 １ ． ５

    　 １ ． ５
中 間 階

　 機 　 　 　 器

防 振 支 持 の 機 器
地 下 ・ １ 階

    　 １ ． ０

    　 １ ． ０

    　 ２ ． ０

    　 １ ． ５

    　 １ ． ０

一 般 機 器 　 重 要 機 器 　 一 般 機 器

    　 １ ． ５

    　 １ ． ０

    　 ０ ． ６

    　 ２ ． ０

    　 １ ． ５

    　 １ ． ０

    　 １ ． ５

    　 １ ． ０

    　 ０ ． ６

    　 １ ． ０

    　 １ ． ５

    　 ０ ． ６

    　 １ ． ０

    　 ０ ． ４

    　 ０ ． ６

　 　 　 　 　 　 　 ・ 　 交 換 機 　 　 ・ 　 火 災 報 知 受 信 機 　 　 ・ 　 中 央 監 視 装 置 　 　 ・ 　 　

上 層 階 の 定 義 　 ： 　 ２ ～ ６ 階 建 の 場 合 は 最 上 階 、 ７ ～ ９ 階 建 の 場 合 は 上 層 ２ 階 、 １ ０ ～ １ ２ 階 建 の 場 合 は 上 層 ３ 階 、

　 　 　 　 　 　 　 　 １ ３ 階 建 以 上 の 場 合 は 上 層 ４ 階 と す る 。

＜ 表 － １ ＞ 　 設 計 用 標 準 水 平 震 度

記 　 号 仕 　 　 　 様

の 耐 燃 性 ﾎﾟﾘ ｴﾁ ﾚﾝを 用 い た も の
Ｅ Ｍ － Ｃ Ｅ Ｅ Ｓ

JIS  X  51 50に よ り 、 絶 縁 材 に JIS規 格 に よ る EMｹ ｰﾌ ﾞﾙの 耐 燃 性 ﾎﾟﾘ ｴﾁ ﾚﾝを 用 い た も のＥ Ｍ － Ｕ Ｔ Ｐ

Ｅ Ｍ － Ｍ Ｅ Ｅ Ｓ
JIS  3 27 1 A (M VV S)に 準 じ 、 絶 縁 材 及 び ｼｰｽに JCS規 格 に よ る EMｹ ｰﾌ ﾞﾙの 耐 燃 性 ﾎﾟﾘ ｴﾁ ﾚﾝ

を 用 い た も の

Ｅ Ｍ － Ｅ Ｂ Ｔ
EBT  (電 子 ﾎﾞﾀﾝ電 話 用 ｹｰﾌﾞ ﾙ)に 準 じ 、 ｼｰｽに JCS規 格 に よ る EMｹ ｰﾌ ﾞﾙの 耐 燃 性 ﾎﾟﾘ ｴﾁ ﾚﾝを

用 い た も の

JCS  4 25 8 D(制 御 用 ｹｰﾌﾞ ﾙ(遮 へ い 付 ))準 じ 、 絶 縁 材 及 び ｼｰｽに JCS規 格 に よ る EMｹ ｰﾌ ﾞﾙ

＜ 表 － ２ ＞ 　 Ｅ Ｍ 電 線 の 記 号 お よ び 仕 様

 ( 1 )  既 設 の ｲﾝ ｻ ｰ ﾄ及 び ｱﾝ ｶ ｰ ﾎﾞ ﾙ ﾄは 原 則 と し て 使 用 し な い 。 や む を 得 ず 既 設 の ｲﾝｻ ｰ ﾄ及 び ｱﾝ ｶ ｰ

　 　 ﾎﾞ ﾙ ﾄを 再 利 用 す る 場 合 は 、 状 態 及 び 強 度 を よ く 確 認 し 、 十 分 に 清 掃 し て か ら 使 用 す る 。

　 　 　 ま た 、 引 張 強 度 の 確 認 試 験 に つ い て は 下 記 に よ る 。

　 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

 (3 )　 穿 孔 作 業 に は 、 専 用 ﾄﾞﾘ ﾙ、 振 動 ﾄﾞ ﾘ ﾙや ﾊﾝ ﾏ ｰ ﾄﾞ ﾘ ﾙ等 を 使 用 し 、 必 要 埋 設 深 さ を 確 保 す る

　 　 た め 、 穿 孔 深 さ の ﾄﾞﾘ ﾙへ の 表 示 や ｽﾄｯ ﾊﾟ ｰ付 き ﾄﾞ ﾘ ﾙの 使 用 等 を 行 う 。

 １  共 通 事 項

 ２  重 要 機 器 用 の

　 あ と 施 工 ｱﾝｶ ｰ

 ( 1 )　 重 要 機 器 の 耐 震 固 定 等 に 使 用 す る あ と 施 工 ｱﾝｶ ｰは 金 属 拡 張 ｱﾝｶ ｰ又 は 接 着 系 ｱﾝｶ ｰと し 、

　 　 耐 震 計 算 に て 選 定 を 行 う 。

 (2 )　 金 属 拡 張 ｱﾝｶ ｰの 仕 様 は 、 次 に よ る 。

   (ｱ )　 金 属 拡 張 ｱﾝｶ ｰは 、 (社 )日 本 建 築 あ と 施 工 ｱﾝｶ ｰ協 会 の 金 属 系 あ と 施 工 ｱﾝｶ ｰ品 質 性 能 判

   　  定 表 の 性 能 を 満 足 す る 製 品 と す る 。

   (ｲ )　 金 属 拡 張 ｱﾝｶ ｰの ｾｯ ﾄ方 式 は 、 図 示 に よ る 。 図 示 が な け れ ば 、 本 体 打 込 み 式 と す る 。

   ( ｳ)   金 属 拡 張 ｱﾝｶ ｰ本 体 の 径 及 び 埋 め 込 み 深 さ は 、 図 示 に よ る 。

   (ｴ )　 ﾀﾞ ﾎ ﾞ筋 の 種 類 、 径 及 び 長 さ は 図 示 に よ る 。

 (3 )　 接 着 系 ｱﾝｶ ｰの 仕 様 は 、 下 記 に よ る 。 な お 、 下 記 に よ り 施 工 が 困 難 な 場 合 は 、 監 督 員 と

　 　 相 談 す る こ と 。

   (ｱ )　 接 着 系 ｱﾝｶ ｰは 、 (社 )日 本 建 築 あ と 施 工 ｱﾝｶ ｰ協 会 の 接 着 系 あ と 施 工 ｱﾝｶ ｰ品 質 性 能 判 定

　 　 　 表 の 性 能 を 満 足 す る 製 品 と す る 。

　  (ｲ )　 接 着 系 ｱﾝｶ ｰは 、 ｶﾌ ﾟ ｾ ﾙ型 と し 、 接 着 剤 の 材 質 及 び ｶﾌﾟ ｾ ﾙの 種 類 は 図 示 に よ る 。

　 　 　 に よ る 。

 (4 )　 あ と 施 工 ｱﾝｶ ｰの 施 工 に は 、 工 事 内 容 に 相 応 し た 施 工 の 指 導 を 行 う あ と 施 工 ｱﾝｶ ｰ技 術 管

　 　 理 士 又 は 主 任 技 士 を 置 く 。

 (5 )　 あ と 施 工 ｱﾝｶ ｰ作 業 に お け る 技 能 者 は 、 あ と 施 工 ｱﾝｶ ｰ工 事 の 施 工 に 関 す る 十 分 な 経 験 と

　 　 技 能 を 有 す る 主 任 技 士 又 は 第 １ ・ ２ 種 あ と 施 工 ｱﾝｶ ｰ施 工 士 と す る 。

 (6 )　 あ と 施 工 ｱﾝｶ ｰの 撤 去 は 、 専 用 の 工 具 を 使 用 し 、 構 造 物 に 影 響 を 与 え な い よ う に す る こ

　 　 と 。

   (ｳ )　 接 着 系 ｱﾝｶ ｰの 埋 込 深 さ 及 び 許 容 引 抜 荷 重 に つ い て は 、 機 械 設 備 工 事 標 準 図 （ 施 工 19）

 ( 2 )　 あ と 施 工 ｱﾝｶ ｰに つ い て は 機 械 設 備 工 事 標 準 図 （ 施 工 19） に よ る 。

＜ 表 － ３ ＞ 　 あ と 施 工 ア ン カ ー

（ １ ） 「 撤 去 」 と は 、 既 存 物 を 壊 し 取 る こ と 。

（ ２ ） 「 取 外 し 」 と は 、 再 使 用 を 考 慮 し て 、 丁 寧 に 外 す こ と 。

（ ３ ） 「 撤 去 ･新 設 」 と は 、 既 存 物 を 撤 去 し 、 新 た な 物 を 設 置 す る こ と 。

（ ５ ） 「 備 品 移 動 」 と は 、 工 事 の 施 工 に 支 障 と な る 備 品 を 一 時 別 の 場 所 に 保 管 し 、
　 　 　  工 事 終 了 後 に 元 の 場 所 に 戻 す こ と 。

（ ４ ） 「 取 外 し ･再 取 付 け 」 と は 、 既 存 物 を 取 外 し 、 同 じ 物 を 取 付 け る こ と 。 　 ［ 1-1.4 .3］

＜ 表 － ４ ＞ 　 用 語 の 説 明

＜ 表 － ５ ＞ 　  発 生 材 の 処 理 等

＜ 表 － ６ ＞ 工 事 区 分 表

＜ 表 － ７ ＞ 機 器 取 付 高

　　アスベスト含有の建材は使用しない。

　　ただし、やむを得ずアスベスト含有建材を使用する場合は事前に監督員と協議を行うこと。

・低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を１回実施する。

検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。

　６　アスベスト含有の建材

７　中間技術検査


